
 

調査地区にお住まいの皆様 

 

岐阜県古川土木事務所 

 

 

土砂災害防止法に基づく現地調査について（お願い） 

 

 日頃は、岐阜県の土木行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、岐阜県では、平成１３年４月に施行された「土砂災害警戒区域等における土砂災害 

防止対策の推進に関する法律（通称：土砂災害防止法）」に基づき、土砂災害の恐れがある区 

域を指定する等、皆様の警戒避難に役立てていただくソフト対策を進めているところです。 

今回、新たに土砂災害危険箇所として抽出された箇所の一部について、土砂災害防止法に 

基づき、土石流やがけ崩れといった土砂災害の恐れがある区域を設定するために必要となる 

現地調査を下記のとおり行います。 

つきましては、調査に伴い皆様の所有地に立ち入らさせていただく場合がありますが、調 

査員には身分証明書を携帯させるとともに、皆様方へのご迷惑にならないように十分配慮し 

作業を進めて参りますので、現地調査へのご理解をいただきますよう、何卒よろしくお願い 

いたします。 

 

記 

 

1．調 査 期 間  令和８年５月上旬～令和８年９月下旬（随時） 

2．調 査 範 囲  飛騨市古川町地内（調査箇所位置図参照） 

3．調 査 方 法  1) 危険箇所とその周辺の住宅、田畑、山林等において調査します。 

          2) 調査時間は、午前９時から午後５時頃までとします。 

          3) 調査は、２～３人程度のグループで行います。 

          4) 主に、地形調査、施設調査、写真撮影を行います。 

          5) 調査員は作業服・腕章・ヘルメットを着用、身分証明書を携帯します。 

4．調 査 業 者  株式会社 テイコク 技術第２部   担当：田村、棚橋 

          TEL：058-214-3419 

5．問 合 せ 先  古川土木事務所 河川砂防課    担当：香田、平野 

          TEL：0577-73-2911 
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調査箇所

※調査箇所の周辺についても
　立ち入らせていただく場合がございます。

調査箇所位置図
　古川町高野


